
戦後世代の高齢者の増加と高齢者像の変化

○ 戦後のベビーブーム世代（「団塊の世代」）が２０１５年には６５歳以上に到達し、２０２５年には７５歳以上
高齢者に到達。

○ 高齢者の生活状況、意識・価値観が一層多様化することを踏まえ、多様な高齢者のニーズに応え得る
医療・介護・福祉サービスの構築が求められる。

資料：２００５年までは総務省統計局「国勢調査」、２０１０年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成１８年
１２月推計）」
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２０１５年
団塊の世代が

高齢者に

特に、都市部は、高齢者の
増加数、増加率ともに大き

い傾向にある

現在、
約２，６００万人が

約１５年間で、
約３，６００万人に

２０２５年
高齢者の人口は

現在の約１．４倍に

資料１０
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社会保障給付の部門別の国際的な比較（対国民所得比）

（注）OECD：”Social Expenditure Database 2007”等に基づき、厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室で算出したもの。いずれも2003年。
OECD社会支出基準に基づく社会支出データを用いているため、社会保障給付費よりも広い範囲の費用（公的住宅費用、施設整備費等）も計上されている。
高齢化率は OECD: “OECD in figures 2007” 、国民負担率は財務省調べによる（なお、日本の2008年度の国民負担率は40.1%（見通し）。）

○ 我が国の社会保障給付の規模を部門別に比較すると、
・ 年金 ― 米英を上回るが、他の欧州諸国をやや下回る規模
・ 医療 ― 米英とほぼ同規模、他の欧州諸国をやや下回る規模
・ その他の給付 ― 米国を上回るが、欧州諸国をかなり下回る規模 となっている

12.62%
8.55% 8.82%

16.90% 17.10% 14.36%

8.49%
8.58% 8.54%

11.00% 10.29%
9.88%

10.04%

11.27% 12.00% 19.90%

4.55%

3.43%
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日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス スウェーデン

福祉その他

医療

年金

《高 齢 化 率（2005年）》 《20.1%》 《12.4%》 《16.1%》 《19.2%》 《16.4%》 《17.2%》

《1.49%》

《うち介護》

《0.01%》
《0.70%》

《0.27%》 《0.12%》 《3.66%》
25.7%

20.6%

27.4%

39.2% 39.4%

44.1%

《国民負担率（2005年）》 《38.3%》 《34.5%》 《48.3%》 《51.7%》 《62.2%》 《70.7%》
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２：国民負担率は、租税負担率と社会保障負担の合計。四捨五入の関係上、係数の和が合計値と一致しないことがある。
３：ポーランド、ハンガリー及びトルコについては、係数が足りず、国民負担率が算出不能であるため掲載していない。
４：高齢化率については、日本は2007年の推計値を、諸外国は2005年の推計値を仕様している。
【出典】 ・（国民負担率） 日本：平成19年度予算案ベース、諸外国：National Accounts 2006 (OECD)Revenue Statistics (OECD)

・（高齢化率） 日本：「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）、諸外国：World Population Prospects 2006 Revision (UN)

OECD諸国の潜在的国民負担率及び高齢化率
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付加価値税率（標準税率及び食料品に対する適用税率）の国際比較

○ 高齢化が最も進んでいる日本の潜在的国民負担率は、OECD諸国の中でも低い
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１人の生涯から見た社会保障の給付と負担の姿 資料１３
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産業としての社会保障分野

出典：「平成２－７－１２年接続産業連関表」（総務省）
より、厚生労働省社会保障担当参事官室にて作成。

産業連関表による総波及効果
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産業別の国内総生産額を見れば、社会保障分野は平成２年から
１２年までの１０年間における全産業平均の伸び率が１１．１％で
あったのに対し、社会保障分野の伸び率は５６．１％であった。

出典：「医療と福祉の産業関連に関する分析研究報告書」（Ｈ
16.12 財団法人医療経済研究・社会福祉協会 医療経済研究
機構）より、厚生労働省社会保障担当参事官室にて作成。

社会保障の総波及効果は、全産業平均よりも高い。
総波及効果･･･ある産業に生じた最終需要がその産業の生産を増加させ、そ

れにより原材料の購入等を通じて次々と各産業の生産が誘発されることを表
したものが「生産誘発係数（一次波及効果）」。さらに、この生産増が所得増を
呼び、その所得増が消費を増大させ、消費増が更なる生産を増加させること
から生じる波及効果を表したものが「追加波及係数（追加波及効果）」であり、
両者を勘案して算出したものが、「拡大総波及係数（総波及効果）」。

社会保障分野の総波及効果

国内生産額（実質）の産業別の伸び
（平成２年→平成12年）から

産業連関表による総波及効果

16
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雇用誘発係数を主要産業と比較すると、社会保障分野
（特に介護分野）の雇用誘発係数は高い。

雇用誘発係数･･･ある産業において最終需要が一単位発生したときに直
接・間接にもたらされる労働力需要の増加を示すもの（単位は人/百万

円）

出典：「医療と福祉の産業関連に関する分析研究報告書」（Ｈ16.12 財
団法人医療経済研究・社会福祉協会 医療経済研究機構）より、厚生労働
省社会保障担当参事官室にて作成。
注：医療は医療法人のみ、社会保険事業・社会福祉は国公立のみ、介護
は居宅のみ。

雇用誘発係数における主要産業と社会保障産業の比較

0.10572

0.10892

0.24786
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雇用誘発係数

社会保障分野の雇用誘発効果について

※産業名の横の順位は、
全５６部門中の雇用
誘発係数の順位。

産業別就業者の推移

医療、福祉に従事する就業者数は2002年から約100
万人増加しており、伸び率も高い。

情報通
信業

医療，
福祉

運輸業 製造業
卸売・
小売業

飲食店
宿泊業

農林業 建設業

2002 159 474 324 1,202 1,145 358 268 618 

2003 164 502 332 1,178 1,133 350 266 604 

2004 172 531 323 1,150 1,123 347 264 584 

2005 176 553 317 1,142 1,122 343 259 568 

2006 181 571 324 1,161 1,113 337 250 559 

2007 197 579 323 1,165 1,113 342 251 552 

対2002
伸び数 38 105 -1 -37 -32 -16 -17 -66 

対2002
伸び
（倍） 1.24 1.22 1.00 0.97 0.97 0.96 0.94 0.89 

出典：『労働力調査』（総務省統計局）
※「医療、福祉」の新産業分類は2003年の『労働力調査』（総務
省統計局）から算出。
※ 2002年の数値は、産業分類改訂後、総務省統計局において遡及
計算したものである。なお、2001年以前の数値は算出していない。

雇用誘発係数における主要産業と社会保障産業の比較

資料１５
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○ 県民所得に占める年金総額の割合は大きくなっており、地域住民の所得に占める年金の役割は増大。
○ 地域別にみると、高齢化率の低い関東や東海、近畿で低く、その他の地域で高い。
○ 都道府県別にみると、高知県で15.2％で最も高くなっており、次いで島根県（15.0％）、鳥取県

（14.4％）、愛媛県（14.3％）、長崎県（14.0％）となっている（2005（平成17）年度）。

地域経済に占める公的年金給付

資料：年金総額は社会保険庁「社会保険事業の概況」、県民所得は内閣府「県民経済計算年報」、65歳以上人口割合は総務省統計局「2005（平成17）年国勢調査」による。
（注）：年金総額は厚生年金保険及び国民年金（福祉年金を含む）受給者の年金総額（2005（平成17）年度末現在）である。新法船員保険の職務上を除く。

所得に対する年金の割合
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○ 正規雇用者数は近年減少傾向だが、2006年以降増加に転じた。（ただし、07年第四四半期は減少した。）
一方、パート、派遣、契約社員等は、若年層を中心に増加。

○ 派遣労働者、パートタイム労働者が現在の就労形態に就いた理由のうち、「正社員として働ける会社がな
かったから」とする者の割合は上昇。（派遣労働者 ’96：19.2％→ ’03 ：40.0％、 パートタイム労働
者 ’96 ：11.9％→’03 ： 21.6％）

正規雇用者とパート、派遣、契約社員等の推移

3,343 3,488
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資料出所 2000年までは「労働力調査（特別調査）」（２月調査）、2005年以降は「労働力調査（詳細集計）」（年平均）による。
資料出所 2000年までは「労働力調査（特別調査）」（2月調査）、2005年以降は「労働力調査（詳細集計）」（年平均）による。

（注） 雇用形態の区分は、勤め先での「呼称」によるもの。
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ニートの数の推移

（資料出所） 総務省統計局「労働力調査」
（資料出所）総務省統計局「就業構造基本調査」労働省政策調査部で特別集

計（～1997年）、総務省統計局「労働力調査（詳細結果）」（2002年～）
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1982年 1987年 1992年 1997年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年

（万人）

25～34
歳

15～24
歳

フリーター・ニートの状況

フリーターの数の推移

※ 2002年以降の｢フリーター｣の定義は、15～34歳で、男性は卒業者、女性は
卒業者で未婚の者とし、
① 雇用者のうち勤め先における呼称が｢パート｣又は｢アルバイト｣である者、
② 完全失業者のうち探している仕事の形態が｢パート・アルバイト」の者、
③ 非労働力人口のうち希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」で、家事・

通学等していない者の合計。

※ ｢ニート｣の定義は、15～34歳で、非労働力人口のうち、家事も通学もしてい
ない者。

2010年までにピーク時の8割の水準 174万人

8 9 9 12 11 10 9 10 9

13 12 15
17 16 18

16 17 16

10 10

13

18 19
20 18 189 9
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17 18 19 18 18

18
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1993 96 99 2002 03 04 05 06 07
（年）

（万人）

40 40

48

64 64

30～
34歳

25～
29歳

20～
24歳

15～
19歳

64 64

62 62

○ 「フリーター」の数は、217万人（2003年）まで増加した後、４年連続で減少している。

○ 「ニート」の数は、93年の40万人から64万人に増加して以降、同水準で推移していたが、06年には62万人

に減少し、07年も同水準。

資料１８
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（資料出所） ILO. Year Book of Labour Statistics.

各国の労働力率（50～65歳以上、5歳階級刻み）

イギリス、フランス：OECD “Labour Force Statistics”
日本：総務省「労働力調査」（2006年）

労働力率：15歳以上人口に占める労働力人口の割合労働力人口
日本：就業者と完全失業者の合計
アメリカ：労働力から軍人を除く
イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデン：就業者と失業者の合計 ※イギリスのみ45～54歳

○日本を含め、先進国では６０歳までの労働力率は高いが、６０歳を過ぎると労働力率は低下し、６５歳以上で
は極端に低くなる。

5 0 ～ 5 4 歳 5 5 ～ 5 9 歳 6 0 ～ 6 4 歳 6 5 歳 以 上

男 9 5 .7 9 3 .2 7 0 .9 2 9 .2

女 7 0 .5 6 0 .3 4 0 .2 1 3 .0

男 8 6 .1 7 7 .7 5 8 .6 2 0 .3

女 7 4 .7 6 6 .7 4 7 .0 1 1 .7

男 ※ 8 9 .6 7 8 .3 5 6 .1 1 0 .0

女 ※ 7 9 .4 6 4 .3 3 3 .0 4 .5

男 9 1 .2 6 5 .5 1 9 .4 1 .6

女 7 9 .1 5 6 .8 1 7 .4 0 .8

男 9 1 .2 8 2 .0 4 2 .3 5 .0

女 7 8 .7 6 5 .6 2 4 .4 2 .2

男 8 9 .8 8 4 .9 6 6 .2 -

女 8 5 .4 8 0 .0 5 8 .3 -

ア メ リ カ

イ ギ リ ス

フ ラ ン ス

ド イ ツ

ス ウ ェ ー デ ン

2 0 0 6

2 0 0 6

2 0 0 6

2 0 0 6

2 0 0 6

2 0 0 6

日 本
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29.0%
21.7%

41.7%

5.3%
2.3%

公的年金を中心とし、
自助努力を組合せ

ほぼ全面的に
公的年金に頼る個人年金や貯蓄

などの自助努力
中心

子どもなどによる私
的扶養に頼る

その他・わからない

高齢期の生活設
計の中で、公的
年金の位置付け

国民の約7割が公的年金を基本に老後生活を設計 公的年金給付は高齢者世帯の収入の７割超を占める

○親との同居は減っているが年金給付があることで、 現役
世代も親の経済的な心配をせず安心できる
65歳以上の者のいる世帯のうち
三世代世帯 54.4%（1975） → 21.9%（2004）
65歳以上のみ世帯 15.0%（1975） → 44.0%（2004）

「平成１６年国民生活基礎調査」（厚生労働省）

「年金制度に関する世論調査」（平成１５年 内閣府） 「平成１８年国民生活基礎調査」（厚生労働省）

老後生活の柱としての年金の役割

公的年金・恩給

211.9万円
(70.2%)

稼働所得
54.5万円
(18.0%)

財産所得
15.7万円
(5.2%)

仕送り・企業年金・
個人年金・その他の所得
17.2万円(5.7%)

公的年金・恩給以外の
社会保障給付金

2.5万円(0.8%)

高齢者世帯
1世帯あたり
平均所得金額
301.9万円

資料２０



保険料滞納者の就業状況
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40

50

60
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90

100

完納者

一部納付

学生特例

全額免除

滞納者

自営業主
(17.7%)

家族従業者
(10.5%)

常用雇用
(12.1%)

臨時・パート
(24.9%)

無　職
(31.2%)

（％）

出典： 社会保険庁「国民年金被保険者実態調査」

○ 各就業状況別に納付状況を見ても、「常用雇用」「臨時・パート」において滞納者割合が高くなってい
る。

○ 特に「臨時・パート」では、学生納付特例と全額免除者が多く、完納者の割合が少なくなっている。

23
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未納対策が保険料納付に与える影響（試算結果）

○ それぞれの未納対策が完全に効果を及ぼした場合の、納付率（平成１８年度66.3%）に与え

る影響の考えられる最大値は、以下の通り。

① 低所得者に対する免除適用の徹底
→ ＋13.1％ （＋9.6%）

② 「常用雇用」、「臨時・パート」への厚生年金制度の適用拡大等
→ ＋10.2％

③ 高所得者に対する強制徴収の強化
→ ＋6.7％ （＋5.0%）

これらの対策が全て完全に効果を及ぼした場合に、納付率に与える影響の考えられる最大
値は、＋24.8％となる（66.3% → 91.1%）。

（注） 全ての対策を考慮した場合の影響は、②を実施すれば①および③の対象者が減少することとなるので、各対策によ

る影響の合計とは一致しない（カッコ内の数値は、②による重複を考慮した場合の納付率に与える影響）。

資料２１ー②
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1.8
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～

12
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1200
～

15
00

1500
～

（％）

① 低所得者に対する免除適用の徹底

全額免除（滞納者28.9%減）
納付率 ＋7.2%

①低所得者に対する免除適用の徹底

○ 国民年金保険料の全額免除対象となる所得金額（３人世帯で１２７万円）を下回る所得の者は、
滞納者全体のうちの約２８．９％。
（注） 現在滞納者となっている者の平均世帯人員数は3.0人である。

○ また、一部免除の対象となる基準所得額（約３００万円）を下回る所得の者は、滞納者全体の
約３２．０％（全額免除対象者を除く）。一部免除で負担が軽減されることにより、このうち半数の
者が新たに納付者となると仮定した場合、全体としての影響は、１６．０％となる。

○ 以上により、免除適用の徹底が納付率に与える影響は、最大で＋13.1%（66.3%→79.4%）。

一部免除（滞納者16.0%減）
納付率 ＋5.9%

納付率 ＋１３．１％

未納者 １４５万人減

（免除者９３万人、納付者 ５２万人）

資料２１ｰ③



○ 全ての「常用雇用」の者を、厚生年金制度の対象とする。

→ 滞納者のうち、「常用雇用」の者は全て解消される。（滞納者全体の14.1%→0％（▲14.1%））

○ 「臨時・パート」の者のうち、週労働時間２０時間以上の者を厚生年金制度の対象とする。

→ 「パートタイム労働者総合実態調査」によれば、週労働時間３０時間未満のパート労働者のうち、週労働時間が２０時間以上の者の割合は、
約６３％。この者全てを厚生年金適用の対象とすると仮定すれば、「臨時・パート」の滞納者のうち63%が厚生年金の適用対象となる。
（29.2% → 10.8%（▲18.4%））

○ また、厚生年金の適用対象とならない者についても、企業の代行納付等によりその半数の者が新たに納付者となると仮定すれば、更に滞納者は
減少する。 （10.8% → 5.4%（▲5.4%））

○ 以上により「常用雇用」「臨時・パート」への厚生年金制度の適用拡大等が納付率に与える影響は、最大で＋10.2%（66.3%→76.5%） 。

自営業主

15.8%

家族従業者

8.8%

常用雇用

14.1%

臨時・パート

29.2%

全ての「常用雇用」の者を
厚生年金制度に適用

0.0%（▲14.1%）

「臨時・パート」の者のうち、週労働
時間２０時間以上の者を厚生年金

制度に適用

5.4%（▲23.8％）

②「常用雇用」「臨時・パート」への厚生年金制度の適用拡大等

納付率 ＋１０．２％

未納者 １２２万人減

（厚生年金適用者１０５万人、
納付者１７万人）

企業の代行納付等

26

資料２１ｰ④



27

③高所得者に対する強制徴収の強化

○ 滞納者である者のうち、納付者の平均所得である500万円以上の所得がある者（滞納者の約２

割）について、全て強制徴収を実施するとすれば、最大で滞納者が約２割減少すると考えられる。

○ この場合、納付率は６．７％上昇する。
（注）試算上では、「自営業主」「家族従業者」のみではなく、全ての就業状況の者について上記の強制徴収を仮定。
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③ 高所得者に対する強制徴収の強化

（滞納者が２割減少）

納付率 ＋６．７％

未納者 ６４万人減

（全て納付者へ）
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６５歳以上の無年金者数の推移

37.0
40.4

44.4

18.1

19.8
18.2

1.80%
1.77% 1.78%
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10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

平成１０年 平成１３年 平成１６年

　６５歳の者の
保険料納付期間

昭和３６年度
３０歳

～
平成４年度

５９歳

平均未納・非加入
期間割合
１３．１％

（６５歳以上人口に対する割合）

（万人）

（注）　平成１０年については、年金を受給していない者のうち、夫婦としては年金を受け取っている者の割合が、平成１３年と同程度であるとして推計を行っている。
出典：　社会保険庁「公的年金加入状況等調査」

　６５歳の者の
保険料納付期間

昭和３６年度
２７歳

～
平成７年度

５９歳

平均未納・非加入
期間割合
１２．５％

　６５歳の者の
保険料納付期間

昭和３６年度
２４歳

～
平成１０年度

５９歳

平均未納・非加入
期間割合
１２．１％

本人・配偶者と
も年金を受給し

ていない者

本人は年金を受
給していない

が、夫婦として
は年金を受け
取っている者

○　近年、65歳以上人口の増加に伴い無年金者数も増加しているが、同人口に占める割合は1.8％前後で変わって
　いない。
○　各調査時点で65歳の者の制度加入期間を見ると、「未納・非加入期間割合」の平均は10％強となっている。

　65歳以上人口　2051万人　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　2287万人　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2488万人　　　　　　 　　　3863万人

ピーク時
（平成５４年）

資料２２
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○ 我が国の75歳以上人口の割合は現在10人に1人の割合であるが、2030年には5人に1人、
2055年には4人に1人になると推計されている。
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14歳以下人口

15～64歳人口

65～74歳人口

75歳以上人口

65～74歳人口の割合

75歳以上人口の割合

人口ピーク（2004年）
12,779万人

12,777

1,476

1,270

8,302

1,729

11.6%
(2007)

11,522

1,401

2,266

6,740

1,115

19.7%

8,993

1,260

2,387

4,595

752

14.0%

26.5%

資料：2005年までは総務省統計局「国勢調査」、2007年は総務省統計局「推計人口（年報）」、2010年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18年１2月推計）中位推計」

平成18年推計値
（日本の将来人口推計）

実績値
（国勢調査等）

9.9%
(2007)

12.2%

７５歳以上高齢者の増大 資料２３－①
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